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第２章

高齢者及び

障害者施策の充実

第１節 高齢者保健福祉施策

第２節 障害者施策
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　○　高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、
介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築
を目指し、介護サービス基盤の整備や適切な住まいの確保、介護人材の確保、在宅療
養の推進、認知症対策の推進、介護予防の推進などに取り組みます。

　○　障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するため、地域居住の場や日中活動の
場等、障害者の地域生活基盤を整備するとともに、都民が障害や障害者への理解を深
めるための取組みを進めていきます。

　○　重症心身障害児（者）や医療的ケアを必要とする障害児が、適切な支援を受けなが
ら地域で安心して暮らせるよう、地域における専門的支援の提供体制の整備を進める
ほか、関係機関の連携強化や在宅生活を支えるサービスの充実に取り組みます。
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現　状　�
１　高齢化の進行
　○　平成 27年の国勢調査によると、東京都の高齢者人口（65歳以上）は約 301万人で、
総人口（年齢不詳は除く。）に占める割合（高齢化率）は 22.7%となっています。

　○　今後も高齢者人口は増加が続き、平成 32年には、後期高齢者（75歳以上）の数
が前期高齢者（65歳以上 74歳以下）を上回り、「団塊の世代」が全て 75歳以上と
なる平成 37年には高齢者人口が約 326 万人（高齢化率は 23.3%）、平成 42年には
約 339 万人（高齢化率は 24.3%）に達し、都民の４人に１人が高齢者になると見込
まれています。

　○　高齢者人口の増加に伴い、要介護・要支援高齢者や認知症高齢者も急速に増加する
ことが予想されます。

　○　また、平成 27年の高齢者の単独世帯数は約 74万世帯となっており、一般世帯に
占める高齢者単独世帯の割合は大幅に増加すると予想されます。

２　介護保険制度の改正
　○　平成 12 年４月にスタートした介護保険制度は、17年間でサービス利用者がおよ
そ 4.6 倍になるなど、都民の生活を支える仕組みとして定着してきました。

　○　平成 23年の介護保険法（平成９年法律第 123号）の改正により、国及び地方自治
体の責務として、高齢者が要介護状態となり、重度化した場合でも、できる限り住み
慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住
まい、生活支援が一体的に提供される体制、「地域包括ケアシステム」の構築に向け
た取組を推進するよう努めることとされました。

○ 　高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介

護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」

の構築を推進します。

○ 　「第７期高齢者保健福祉計画」（計画期間：平成 30 年度から平成 32 年度まで）に

基づき、団塊の世代が後期高齢者となる平成 37 年を見据えた中長期的な視点で、

地域包括ケアシステムの構築を目指します。
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　○　平成 26年の介護保険法等の改正では、第６期介護保険事業（支援）計画（計画期
間：平成 27年度から平成 29年度まで）から、３か年のサービス見込量や取組のほか、
平成 37年における地域包括ケアシステムの構築に向け、中長期的な視野に立った施
策を計画に盛り込むこととされました。

　○　平成 29年の介護保険法等の改正では、医療と介護の切れ目ない提供体制をより推
進するため、医療計画と介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、両計画の整合
性を確保していくことが明記されました。

３　東京における「地域包括ケアシステム」の構築
　○　地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むこと

ができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される体制
のことであり、保険者である区市町村や都道府県が地域の特性に応じて作り上げてい
くものです。

　○　また、地域包括ケアシステムの実現に向けては、町内会や自治会、ボランティア団
体等の活動といった既存のコミュニティに加え、高齢者を含む全ての地域住民が主体
的に参加し、地域の中で支え、支えられる仕組みを作る「地域づくり」の観点が重要
です。

支援
相談

住まい 老人保健施設

介護予防

通いの場、介護予防教室、サロン、
リハビリテーションの提供、

フレイル予防、就労の場、生涯教育

見守り、配食、家事援助、外出支援等

高齢者の生活の安全・安心を確保

生活支援コーディネーター、
区市町村/東京都社会福祉協議会、社会福祉法人、
町会・自治会、ＮＰＯ法人、民生委員・児童委員、
民間事業者（スーパー・コンビニ・ライフライン
事業者・警備会社・配食事業者）等

居住
支援

生活支援

地域住民
（町会・自治会、住民主体の団体、社会福祉協議会、

老人クラブ、シルバー人材センター、ＮＰＯ法人、
民生委員・児童委員、ボランティア等）

住民主体の団体（高齢者のグループ活動）、
老人クラブ、シルバー人材センター 等

リハビリテーション
専門職（※）

（※）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等

認知症支援

かかりつけ医・認知症サポート医、
認知症疾患医療センター、認知症初期集中支援チーム、
認知症地域支援推進員、
家族会、認知症サポーター、認知症カフェ、
介護サービス（在宅系、施設・居住系）、成年後見等

認知症の人と家族への支援

訪問看護、リハビリテーション、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
看護小規模多機能型居宅介護、
居宅療養管理指導 等

診療所・病院
歯科診療所、薬局

高度急性期病院
急性期病院
回復期病院
慢性期病院

医療

入院医療外来・在宅医療

介護サービスの提供

切れ目ない医療サービスの提供

連
携

特別養護老人ホーム、
認知症グループホーム、
特定施設入居者生活介護 等

介護

居宅介護支援事業所
訪問介護、通所介護、ショートステイ、
福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護 等

在宅療養支援窓口

連携

介護支援専門員（ケアマネジャー）、
介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、
医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、保健師、看護師、
管理栄養士・栄養士、リハビリテーション職（※）等

ケアマネジャー

かかりつけ医（在宅医）

居住支援協議会
居住支援団体
不動産事業者
賃貸住宅事業者

者が安心して地域で暮らし続けることができる地域包括ケアシ各要素が連携・協働し、住民が互いに支え合いながら、高齢
ステムの構築を目指します。

互 い に  支え合う

地域包括支
（保健師、社会福祉士、

援センター
主任介護支援専門員等）

自宅
、宅住け向者齢 高き付スビーサ
 、ムーホ人老護養 、ムーホ人老料有 

都市型軽費老人ホー  ム、ケアハウス等

地域包括ケアシ　ステムを支える

人材の確保・ 定着・育成

民間賃貸住宅への
円滑な入居を支援
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　○　高齢者人口の増加に伴い、医療・介護が必要な高齢者が増えていきますが、高齢者
の約 8割は介護の必要がない元気な高齢者であり、地域での活躍が期待できます。

　○　また、東京は、高度な医療を提供する医療機関が集積していること、企業やNPO
法人などの多様な事業主体が活発に活動していること、豊富な経験と知識を持った人
材が数多く存在することなどの強みを有しています。

　○　こうした東京の特性を踏まえ、地域の力や民間の力など様々な資源を活用しながら、
自助・共助・公助に互助を組み合わせ、大都市東京に相応しい地域包括ケアシステム
の構築に向けて取り組んでいます。

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞介護サービス基盤の整備　

　○　医療や介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ
とができるよう、高齢者のニーズや状態の変化に応じて、必要なサービスが提供され
る必要があります。

　○　在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスなどの介護サービス基盤をバラ
ンスよく整備していくことが必要です。

（取組１）介護サービス基盤の整備促進 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などの介護保険施設等について、サービス
の質の向上を図るとともに、整備が進んでいない地域での設置を促進するなど、地域
偏在の緩和・解消と東京都全体の整備水準の向上を図ります。

○　認知症高齢者グループホームについて、多様な設置主体による整備を進めるととも
に、公有地の活用や土地所有者と運営事業者のマッチングの実施等により、整備を促
進します。

○　「通い」を中心に、「訪問」や「宿泊」の各サービスを一体的・継続的に提供する小
規模多機能型居宅介護など、地域密着型サービスの整備を進める区市町村を支援しま
す。

＜課題２＞高齢者の住まいの確保　

　○　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるためには、生活の基盤となる適切な住まい
の確保が重要です。

　○　都では、65歳以上の高齢者のいる一般世帯の住居状況は借家が３割を占め、全国
に比べ持ち家の割合が低く、民営の借家の割合が高い状況にあります。
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　○　高齢者が自身の希望に応じた居住の場を選択できるようにするとともに、身体状況
等に応じて必要なサービスを受けることができる環境の整備や、サービスの質の確保
を図り、安全・安心な住まいを供給していくことが求められています。

（取組２）高齢者向けの住宅の確保・居住支援の推進 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、住宅のバリアフリー化を促進し
ます。

○　公共住宅に加え、民間賃貸住宅への入居促進による重層的な住宅セーフティネット
を強化します。

○　高齢者向け住宅等の供給を促進するとともに、サービス付き高齢者向け住宅の登録
基準に都独自の基準を設けるなど、より安心して居住できる住まいを供給します。

＜課題３＞介護人材の不足

　○　介護ニーズの一層の増加が見込まれる中、そのサービスを担う介護人材を安定的に
確保していくことが必要ですが、現在、東京では介護人材の不足が深刻化しておりま
す。

　○　より多くの人が介護の仕事に就くことを希望し、仕事に就いた後もやりがいを持っ
て働ける環境を整備することで、質の高い介護人材の確保を図る必要があります。

（取組３）介護人材の確保・定着・育成 [ 基本目標 Ⅳ ]

○　都内で必要とされる介護人材の安定した確保・定着・育成に向け、介護・福祉の仕
事に関する普及啓発、事業者の採用支援、キャリアパスの導入支援、職場環境の改善
など、総合的な取組を進めます。

○　介護職員等の医療的知識の習得など、専門性の向上に向けた人材育成を積極的に支
援し、適切な介護サービスの提供を促進します。

＜課題４＞在宅療養ニーズの増加

　○　医療及び介護が必要な人が増加していく中、いつでも身近なところで適切なサービ
スの提供を受けることが可能な体制の実現が求められます。

　○　病院に入院しても円滑に在宅療養に移行し、在宅での生活を維持しながら医療及び
介護のサービスが受けられるよう、医療・介護サービスの従事者が連携してサービス
を提供する体制を構築することが必要です。
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（取組４）在宅療養の推進 [ 基本目標 Ⅲ、Ⅳ ]

○　地域の医療・介護の関係団体等が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一
体的に提供する取組を推進します。

○　入院早期から、病院、地域の保健・医療・福祉関係者と連携した退院支援の取組を
進めます。

○　在宅療養生活において重要な役割を担う訪問看護サービスの安定的な供給のため、
訪問看護人材の確保・定着・育成等、訪問看護ステーションへの支援を行います。

＜課題５＞認知症高齢者の増加　

　○　要介護（要支援）認定を受けている高齢者のうち、何らかの認知症の症状を有する
人は、都内に約 41万人おり、平成 37年には約 56万人に達すると見込まれています。
また、若年性認知症の人は都内に約４千人と推計されています。

　○　認知症高齢者の約６割は在宅で生活をしています。また、認知症が疑われる人の約
半数は、一人暮らし又は夫婦のみで生活していると推計されています。

　○　認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、認知症の人
が容態に応じて適切な医療・介護・生活支援等を受けられる体制を構築することが必
要です。

（取組５）認知症対策の総合的な推進 　[基本目標 Ⅱ、Ⅲ ]

○　認知症の人と家族が地域で安心して生活できるよう、区市町村や関係機関と連携し
た総合的な認知症対策を推進します。

○　医療機関相互や医療と介護の連携の推進役である認知症疾患医療センターを中心と
して、認知症の人が容態に応じて、適時・適切な支援を受けられる体制を構築してい
きます。

○　認知症の人と家族が住み慣れた地域で適切な支援を受けられるよう、医療・介護従
事者等の認知症対応力の向上を図るとともに、認知症の人と家族を支える地域づくり
を推進します。

○　若年性認知症の人を早期に適切な支援に結び付けられるよう、都内２か所の若年性
認知症総合支援センターでワンストップの相談を行うとともに、地域における相談支
援対応力の向上を支援していきます。
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＜課題６＞介護予防と支え合う地域づくり

　○　高齢者が、仕事や趣味活動などの社会参加活動、介護予防に取り組みいきいきと地
域で暮らしていくとともに、ボランティアなどの地域社会の担い手として活躍できる
環境が求められています。

　○　また、見守りや生活支援サービスなど、元気な高齢者を含め、地域の住民一人ひと
りが支える側になって、支援が必要な高齢者を支えていくための地域づくりが必要で
す。

（取組６）介護予防の推進と支え合う地域づくりへの支援 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　東京都介護予防推進センターにおいて、介護予防に取り組む人材育成やリハビリテ
ーション専門職の派遣調整等、区市町村が行う介護予防の取組を総合的かつ継続的に
支援します。

○　一人暮らしや夫婦のみで生活する高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して生
活できるよう、地域住民による支え合い・助け合い活動や見守りネットワークの構築
を支援します。

○　「団塊の世代」を始めとする多くの高齢者が「地域社会を支える担い手」として、
自主的かつ継続的に活躍できる環境を整備します。
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現　状　�
１　障害者施策の推進
　○　平成 18年４月、障害者自立支援法が施行され、障害の種別（身体障害・知的障害・
精神障害）にかかわらず、必要とするサービスを、住民に身近な主体である区市町村
が一元的に提供することになりました。平成 25年４月、「障害者自立支援法（平成
17年法律第 123 号）」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（障害者総合支援法）」に改められ、この改正において、新たに難病患者が障
害福祉サービスの対象に加えられました。

　○　平成 26年１月、我が国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括
的かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」を批准しました。こ
れに先立ち、平成 25年 6月には、行政機関等や民間事業者に対し、障害を理由とす
る不当な差別的取扱いの禁止や合理的な配慮の提供を求める「障害を理由とする差別
の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が制定され、平成 28年４月に施
行されました。

　○　障害者が地域で安心して自立した生活をしていくためには、地域居住の場であるグ
ループホームや日中活動の場である通所施設などの地域生活基盤の一層の整備促進と
ともに、より多くの障害者が企業等で働くことができるようにする支援、障害者の理
解の促進に向けた取組が必要です。

　○　障害者（児）の地域生活を支える地域居住の場（グループホーム）、日中活動の場（通
所施設等）、在宅サービス（ショートステイ）など基盤の整備を積極的に進めています。

　○　施設入所者や入院中の精神障害者に対しては、地域移行に関する普及啓発や、グル
ープホームの体験利用などを通じて、地域での生活を具体的にイメージできるよう働
きかけ、地域生活への移行を促進しています。

○ 　障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するため、地域居住の場や日中活動

の場等、障害者の地域生活基盤を整備するとともに、都民が障害や障害者への理解

を深めるための取組を進めていきます。

○ 　重症心身障害児（者）の在宅での療育体制の充実を図ります。

○ 　医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、関係機関の連携強化や在宅サービ

スの充実に取り組みます。
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　○　一般就労を希望する障害者が企業等で就労できるよう、就労支援の充実・強化に取
り組むとともに、障害者が安定して働き続けられるよう、職場定着への支援の充実・
強化に取り組んでいます。

　○　障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するため、障害者へ
の理解促進及び差別解消のための条例の制定に向けた検討など、障害や障害者への理
解を深めるための取組を進めています。

２　重症心身障害児（者）及び医療的ケア児施策の推進
　○　医療の高度化などに伴い、地域で生活する心身に重度の障害のある重症心身障害児
（者）が増えています。高い医療ニーズに応えられるよう、在宅及び地域の施設にお
ける専門的支援の充実を図ることが重要であり、訪問看護、日中活動の場、ショート
ステイなどのサービスの充実、相談支援体制の整備、地域医療の確保などが求められ
ています。

　
　○　また、重症心身障害児の定義には当てはまらない、医療的ケアを必要とする障害児
（以下「医療的ケア児」という。）が増えています。平成 28年 6月の児童福祉法改正
により、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・
福祉等の連携促進に努めるものとされました。

　○　建物や設備の老朽化等が進んでいる都立の重症心身障害児（者）が主として入所す
る医療型障害児入所施設・療養介護事業所（以下、「重症心身障害児（者）施設」という。）
については、改築に向けた取組を進めています。

課題と取組の方向性　�
１　障害者施策の推進
＜課題１＞地域における自立生活を支える仕組みづくり

　○　障害者が地域で安心して自立した生活ができるよう、地域生活基盤を整備するとと
もに、施設入所・入院から地域生活への移行を促進していく必要があります。

（取組１－１）地域生活を支える基盤の整備促進 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　グループホーム、通所施設、ショートステイなど障害者の地域生活を支える基盤整
備を積極的に支援します。

（取組１－２）地域生活への移行促進と地域生活の継続の支援 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　施設入所者及び入院中の精神障害者や家族の地域移行に対する理解を進めるととも
に、円滑な地域移行やその後の安定した地域生活を支えるための体制整備に取り組み
ます。



第
２
章

327

第
２
節

＜課題２＞一般就労に向けた支援

　○　一般就労を希望する障害者が企業等に就労し、安定して働き続けることができるよ
う、就労支援及び職場定着支援の充実・強化に取り組む必要があります。

（取組２）一般就労に向けた支援の充実・強化 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　一般就労を希望する障害者が、障害の特性に応じたきめ細かな支援を受けながら安
心して一般就労にチャレンジでき、企業も障害者雇用に対する不安を解消し、円滑に
雇用を開始・継続できるよう、就労支援機関による支援を充実します。また、庁内各局、
ハローワーク、企業・経済団体等との連携を強化し、障害者の一般就労を支援します。

＜課題３＞共生社会実現に向けた障害者理解

　○　障害のある人とない人が共に暮らす地域社会の実現には、障害や障害のある方への
理解を深める必要があります。

（取組３）共生社会実現に向けた障害者理解促進 　[基本目標 Ⅲ ]

○　社会全体で障害者への理解を深め、障害者に対する差別をなくす取組を一層促進す
るための条例の制定や、障害及び障害のある方の理解を促進するための普及啓発を行
います。

２　重症心身障害児（者）及び医療的ケア児施策の推進
＜課題１＞重症心身障害児（者）施策

　○　高度な医療的ケアを必要とする重症心身障害児（者）の増加や、家族の高齢化等に
より、在宅での療育が難しくなる例が増えつつあります。今後、在宅で生活する重症
心身障害児（者）の施設入所のニーズにも留意しつつ、在宅療育支援や通所施設等の
地域生活基盤の整備を一層進め、身近な地域での生活を支援していく必要があります。

（取組１）在宅重症心身障害児（者）の療育体制の充実 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　重症心身障害児（者）が身近な地域で安心して生活を続けられるよう、看護師によ
る家庭訪問など、在宅療育の支援を促進するとともに、日中活動の場やショートステ
イなどの地域のサービス基盤の充実を図ります。

　①　在宅療育の支援
　　○　看護師が在宅の重症心身障害児（者）の家庭へ訪問し、家族への看護技術指導

や相談等を行います。
　　○　ＮＩＣＵ等に入院している重症心身障害児について、円滑な地域移行ができる

よう、保健所と連携して早期支援や相談等を行います。
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　②　通所施設等の整備等
　　○　重症心身障害児（者）の日中活動の場である通所施設など、地域生活基盤の重

点的整備に引き続き取り組みます。
　　○　ショートステイ実施施設及び通所施設（医療型）において、高い看護技術を持

った看護師を支援員として配置し、医療ニーズが特に高い在宅の重症心身障害児
（者）の積極的な受入れを促進します。

＜課題２＞医療的ケア児施策

　○　医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、関係機関の連携強化や、在宅生活を
支えるサービスの充実に積極的に取り組む必要があります。

（取組２）医療的ケア児への支援 　　[基本目標 Ⅲ ]

○　医療的ケア児の支援に係る連絡会において、関係機関相互の連絡調整及び意見交換
を行い、一層の連携を図ります。

○　地域で支援に関わる関係機関職員に対し、医療的ケア児についての基本的な理解を
促す研修を実施することにより、在宅で生活する医療的ケア児に対する支援体制を整
備します。

○　看護師が在宅の医療的ケア児の家庭を訪問し、早期療育支援やレスパイト支援を行
うことにより、在宅支援の充実を図ります。

＜課題３＞都立重症心身障害児（者）施設の改築

　○　質の高い療育サービスが提供できるよう、老朽化した都立重症心身障害児（者）施
設の改築工事を進めていく必要があります。

（取組３）都立府中療育センターの改築　 　　[基本目標 Ⅲ ]

○　旧府中病院跡地に府中療育センターと多摩療育園を一体的に整備し、質の高い療育
サービスを児・者一貫して提供する多摩地域の総合的な療育センターとして、機能の
充実を図ります。
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 平成 25 年４月より、障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に、政令

で定める 130 疾病の難病等が加わり、障害福祉サービス等の利用が可能と

なりました。国において障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が検討

され、平成 29 年４月から、358 疾病に拡大されました。  
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